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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶を介して対向配置される各基板と、
　これら各基板のうち一方の基板の液晶側の面に形成されたブラックマトリクスと、
　前記各基板のうち他方の基板の液晶側の面に保護膜として形成された有機材料層と、
　一方の基板と他方の基板の固着を前記液晶の封入を兼ねてなされるシール材と、を備え
、
　前記シール材はその一部に光硬化樹脂からなる液晶封止材によって閉塞された液晶封入
口を有し、
　前記ブラックマトリクスは前記液晶封止材の形成個所に及ぶまで延在されて形成されて
いるとともに、
　前記液晶封入口のシール材端部は、前記基板の端部に向けて屈曲して延設され形成され
、
　前記有機材料層は前記シール材に重畳し、且つ前記基板の端部と前記シール材の間まで
延在されて形成されており、
　前記液晶封入口内の前記有機材料層は、前記基板の端部と鉛直方向に延在する複数の切
り欠きを有し、当該切り欠きは前記液晶封止材を越える位置まで延在して形成されている
ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の液晶表示装置において、
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　前記液晶封入口内に、前記シール材と同じ材料で形成された突起体を形成したことを特
徴とする液晶表示装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の液晶表示装置において、
　前記突起体は、前記切り欠きと重畳しない位置に形成されることを特徴とする液晶表示
装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の液晶表示装置において、
　前記突起体は、前記液晶封入口に複数備えられることを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は液晶表示装置に係り、特に、その液晶封入口およびその近傍の改良に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
液晶表示装置は液晶を介して対向配置される一対の基板を外囲器とし、該液晶の広がり方
向に多数の画素を備える液晶表示部が形成されている。
各画素にはその部分の液晶に独立に電界を印加させるための手段が施されている。
【０００３】
そして、一方の基板に対する他方の基板の固定は液晶の封入を兼ねるシール材によってな
されている。
【０００４】
また、このシール材にはその一部に液晶封入口が形成されており、この液晶封入口を通し
て液晶を封入した後には、該液晶封入口は液晶封止材によって閉塞された構成となってい
る。
【０００５】
この液晶封止材は、その材料としてＵＶ（ultraviolet）硬化樹脂が用いられ、それを塗
布した後にＵＶ光を照射することによって硬化させている。
【０００６】
なお、このように形成される液晶表示装置は、一方の基板の液晶側の面には各画素領域ご
とに形成される薄膜トランジスタと、この薄膜トランジスタの液晶との直接の接触を回避
する樹脂等の有機材料層からなる保護膜が形成され、他方の基板の液晶側の面には各画素
を画するブラックマトリクスが形成された構成のものが知られている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、このような構成からなる液晶表示装置は、液晶封止材が充分に硬化されてなく、
その一部が液晶中に汚染物質として溶出し、液晶封入口の周辺における液晶表示部に表示
むらが観察されることが指摘されるに至った。
【０００８】
その原因を究明した結果、液晶表示装置の各基板のうちブラックマトリクスが形成されて
いる基板側からのＵＶ光照射は該ブラックマトリクスによって妨げられることから、液晶
封止材の硬化には、その大部分が他方の基板側からのＵＶ光照射によってなされることに
なる。
【０００９】
しかし、前記他方の基板側の液晶側の面には、前述したように膜厚の比較的大きな保護膜
が形成されており、この保護膜によってＵＶ光の液晶封止材への充分な照射が妨げられ、
液晶封止材が未硬化の状態のままとなることが判明した。
【００１０】
本発明は、このような事情に基づいてなされたもので、その目的は、表示むらの原因とな
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る液晶封止材の未硬化を防止できる液晶表示装置を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のと
おりである。
【００１３】
　手段１．
　本発明による液晶表示装置は、たとえば、液晶を介して対向配置される各基板と、
　これら各基板のうち一方の基板の液晶側の面に形成されたブラックマトリクスと、
　前記各基板のうち他方の基板の液晶側の面に保護膜として形成された有機材料層と、
　前記一方の基板と他方の基板の固着を前記液晶の封入を兼ねてなされるシール材と、を
備え、
　前記シール材はその一部に光硬化樹脂からなる液晶封止材によって閉塞された液晶封入
口を有し、
　前記ブラックマトリクスは前記液晶封止材の形成個所に及ぶまで延在されて形成されて
いるとともに、
　前記有機材料層は前記シール材に重畳し、且つ前記基板の端部と前記シール材の間まで
延在されて形成されており、
前記液晶封入口内の前記有機材料層は、前記基板の端部と鉛直方向に延在する複数の切り
欠きを有し、当該切り欠きは前記液晶封止材を越える位置まで延在されて形成されている
ことを特徴とするものである。
【００１４】
　手段２．
　本発明による液晶表示装置は、たとえば、手段１に示す構成を前提に、前記液晶封入口
内に、前記シール材と同じ材料で形成された突起体を形成したことを特徴とするものであ
る。
【００１５】
　手段３．
　本発明による液晶表示装置は、たとえば、手段２に示す構成を前提に、前記突起体は、
前記切り欠きと重畳しない位置に形成されることを特徴とするものである。
【００１６】
　手段４．
　本発明による液晶表示装置は、たとえば、手段２に示す構成を前提に、前記突起体は、
前記液晶封入口に複数備えられることを特徴とするものである。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による液晶表示装置の実施例を図面を用いて説明をする。
【００２４】
　参考例１．
　《等価回路》
　図２は、本発明による液晶表示装置の一参考例を示す等価回路図である。同図は等価回
路であるが、実際の幾何学的配置に対応させて描いている。
【００２５】
液晶を介して互いに対向配置される一対の透明基板ＳＵＢ１、ＳＵＢ２があり、該液晶は
一方の透明基板ＳＵＢ１に対する他方の透明基板ＳＵＢ２の固定を兼ねるシール材ＳＬに
よって封入されている。
【００２６】
　このシール材ＳＬの一部（たとえば図中下側の部分）には液晶封入口ＩＮＪが形成され
ており、この液晶封入口ＩＮＪを通して該シール材ＳＬによって囲まれた領域内に液晶を
封入した後には、該液晶封入口ＩＮＪを塞ぐための液晶封止材ＳＥＬが形成されている。
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なお、この液晶封止材ＳＥＬは、この参考例の場合、光硬化樹脂からなっている。
【００２７】
シール材ＳＬによって囲まれた前記一方の透明基板ＳＵＢ１の液晶側の面には、そのｘ方
向に延在しｙ方向に並設されたゲート信号線ＧＬとｙ方向に延在しｘ方向に並設されたド
レイン信号線ＤＬとが形成されている。
【００２８】
各ゲート信号線ＧＬと各ドレイン信号線ＤＬとで囲まれた領域は画素領域を構成するとと
もに、これら各画素領域のマトリクス状の集合体は液晶表示部ＡＲを構成するようになっ
ている。
【００２９】
また、ｘ方向に並設される各画素領域のそれぞれにはそれら各画素領域内に走行された共
通の対向電圧信号線ＣＬが形成されている。この対向電圧信号線ＣＬは各画素領域の後述
する対向電極ＣＴに映像信号に対して基準となる電圧を供給するための信号線となるもの
である。
【００３０】
各画素領域には、その片側のゲート信号線ＧＬからの走査信号によって作動される薄膜ト
ランジスタＴＦＴと、この薄膜トランジスタＴＦＴを介して片側のドレイン信号線ＤＬか
らの映像信号が供給される画素電極ＰＸが形成されている。
【００３１】
この画素電極ＰＸは、前記対向電圧信号線ＣＬと接続された対向電極ＣＴとの間に電圧差
を発生させ、この電圧差によって液晶の光透過率を制御させるようになっている。
【００３２】
前記ゲート信号線ＧＬのそれぞれの一端は前記シール材ＳＬを超えて延在され、その延在
端は垂直走査駆動回路Ｖの出力端子が接続される端子を構成するようになっている。また
、前記垂直走査駆動回路Ｖの入力端子は液晶表示パネルの外部に配置されたプリント基板
からの信号が入力されるようになっている。
【００３３】
垂直走査駆動回路Ｖは複数個の半導体装置からなり、互いに隣接する複数のゲート信号線
ＧＬどおしがグループ化され、これら各グループ毎に一個の半導体装置があてがわれるよ
うになっている。
【００３４】
同様に、前記ドレイン信号線ＤＬのそれぞれの一端は前記シール材ＳＬを超えて延在され
、その延在端は映像信号駆動回路Ｈｅの出力端子が接続される端子を構成するようになっ
ている。また、前記映像信号駆動回路Ｈｅの入力端子は液晶表示パネルの外部に配置され
たプリント基板からの信号が入力されるようになっている。
【００３５】
この映像信号駆動回路Ｈｅも複数個の半導体装置からなり、互いに隣接する複数のドレイ
ン信号線ＤＬどおしがグループ化され、これら各グループ毎に一個の半導体装置があてが
われるようになっている
また、ｘ方向に併設された各画素領域に共通な前記対向電圧信号線ＣＬはたとえば図中右
側の端部で共通に接続され、その接続線はシール材ＳＬを超えて延在され、その延在端に
おいて端子ＣＬＴを構成している。この端子からは映像信号に対して基準となる電圧が供
給されるようになっている。
【００３６】
前記各ゲート信号線ＧＬは、垂直走査回路Ｖからの走査信号によって、その一つが順次選
択されるようになっている。
【００３７】
また、前記各ドレイン信号線ＤＬのそれぞれには、映像信号駆動回路Ｈｅによって、前記
ゲート信号線ＧＬの選択のタイミングに合わせて映像信号が供給されるようになっている
。
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【００３８】
　《画素の構成》
　図３は、前記画素領域の構成の一参考例を示す平面図である。また、図４は図３のIV－
IV線における断面図を、図５は図３のＶ－Ｖ線における断面図を示している。
【００３９】
図３において、透明基板ＳＵＢ１の液晶側の面に、まず、ｘ方向に延在しｙ方向に並設さ
れる一対のゲート信号線ＧＬが形成されている。
【００４０】
これらゲート信号線ＧＬは後述の一対のドレイン信号線ＤＬとともに矩形状の領域を囲む
ようになっており、この領域を画素領域として構成するようになっている。
【００４１】
また、各ゲート信号線ＧＬの間の領域には該ゲート信号線ＧＬと平行に配置された対向電
圧信号線ＣＬが形成されている。
【００４２】
そして、画素領域のほぼ全域にわたって対向電極ＣＴが形成され、この対向電極ＣＴは前
記対向電圧信号線ＣＬと一体となって形成されているとともに、ゲート信号線ＧＬとは所
定の距離だけ離れて形成されて、該ゲート信号線ＧＬとは電気的な接続がなされないよう
になっている。
【００４３】
この対向電極ＣＴは、ｙ方向に延在されｘ方向に並設された複数（図では３個）の電極群
から構成され、それら各電極の離間距離は等しいものとなっている。
【００４４】
ここで、各電極群のうち、両脇に位置付けられる一対の対向電極ＣＴ、換言すれば後述の
ドレイン信号線ＤＬに隣接する対向電極ＣＴは他の対向電極ＣＴよりも若干その幅が大き
く形成されている。
【００４５】
この理由は、ドレイン信号線ＤＬからの電界がそれに隣接する対向電極ＣＴに終端させや
すくし、その対向電極ＣＴを越えて後述の画素電極ＰＸに終端するのを防止するためであ
る。画素電極ＰＸに該電界が終端した場合にそれがノイズとなってしまうからである。
【００４６】
このようにゲート信号線ＧＬおよび対向電圧信号線ＣＬが形成された透明基板ＳＵＢ１の
表面にはたとえばＳｉＮからなる絶縁膜ＧＩ（図４、図５参照）が該ゲート信号線ＧＬお
よび対向電圧信号線ＣＬをも被って形成されている。
【００４７】
この絶縁膜ＧＩは、後述のドレイン信号線ＤＬの形成領域においては前記ゲート信号線Ｇ
Ｌおよび対向電圧信号線ＣＬに対する層間絶縁膜としての機能を、後述の薄膜トランジス
タＴＦＴの形成領域においてはそのゲート絶縁膜としての機能を、後述の容量素子Ｃｓｔ
ｇの形成領域においてはその誘電体膜としての機能を有するようになっている。
【００４８】
そして、この絶縁膜ＧＩの表面であって、前記ゲート信号線ＧＬの一部に重畳するように
してたとえばアモルファスＳｉからなる半導体層ＡＳが形成されている。
【００４９】
この半導体層ＡＳは、薄膜トランジスタＴＦＴのそれであって、その上面にドレイン電極
ＳＤ１およびソース電極ＳＤ２を形成することにより、ゲート信号線ＧＬの一部をゲート
電極とする逆スタガ構造のMIS型トランジスタを構成することができる。
【００５０】
ここで、前記ドイレン電極ＳＤ１およびソース電極ＳＤ２はドレイン信号線ＤＬの形成の
際に同時に形成されるようになっている。
【００５１】
すなわち、ｙ方向に延在されｘ方向に並設されるドレイン信号線ＤＬが形成され、その一
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部が前記半導体層ＡＳの上面にまで延在されてドレイン電極ＳＤ１が形成され、また、こ
のドレイン電極ＳＤ１と薄膜トランジスタＴＦＴのチャネル長分だけ離間されてソース電
極ＳＤ２が形成されている。
【００５２】
このソース電極ＳＤ２は半導体層ＡＳ面から画素領域側の絶縁膜の上面に至るまで若干延
在され、画素電極ＰＸと一体となって形成されている。
【００５３】
この画素電極ＰＸは前述の対向電極ＣＴと同様にｙ方向に延在されｘ方向に並設された複
数（図では２個）の電極群から構成され、かつ、それら各電極は、平面的に観た場合、前
記対向電極ＣＴの間に位置付けられるようになっている。
【００５４】
すなわち、これら各電極は、一方の側のドレイン信号線ＤＬから他方の側のドレイン信号
線ＤＬにかけて、対向電極ＣＴ、画素電極ＰＸ、対向電極ＣＴ、画素電極ＰＸ、……、対
向電極ＣＴの順にそれぞれ等間隔に配置されている。
【００５５】
また、このような電極群からなる画素電極ＰＸは、それらが前記対向電圧信号線ＣＬと重
畳された部分で互いに電気的に接続されている。
【００５６】
これら各画素電極ＰＸを電気的に接続させる部分は比較的大きな面積を有し、この部分に
おいて対向電圧信号線ＣＬとの間に絶縁膜ＧＩを誘電体膜とする容量素子Ｃｓｔｇが形成
されるようになっている。
【００５７】
この容量素子Ｃｓｔｇは、たとえば画素電極ＰＸに供給された映像信号を比較的長く蓄積
させる等の機能をもたせるようになっている。
【００５８】
なお、半導体層ＡＳとドレイン電極ＳＤ１およびソース電極ＳＤ２との界面には高濃度の
不純物がドープされた薄い層が形成され、この層はコンタクト層として機能するようにな
っている。
【００５９】
このコンタクト層は、たとえば半導体層ＡＳの形成時に、その表面にすでに高濃度の不純
物層が形成されており、その上面に形成したドレイン電極およびソース電極のパターンを
マスクとしてそれから露出された前記不純物層をエッチングすることによって形成するこ
とができる。
【００６０】
このように薄膜トランジスタＴＦＴ、ドイレン信号線ＤＬ、ドレイン電極ＳＤ１、ソース
電極ＳＤ２、および画素電極ＰＸが形成された透明基板ＳＵＢ１の表面にはたとえば樹脂
等の有機材料層からなる保護膜ＰＳＶ（図４、図５参照）が形成されている。この保護膜
ＰＳＶは前記薄膜トランジスタＴＦＴの液晶との直接の接触を回避する膜で、該薄膜トラ
ンジスタＴＦＴの特性劣化を防止せんとするようになっている。
【００６１】
なお、この保護膜ＰＳＶとしては、たとえばＳｉＮ等のような無機材料層とたとえば樹脂
等からなる有機材料層との順次積層体で構成されていてもよい。
【００６２】
このような保護膜ＰＳＶを用いることによりその表面を平坦化でき、液晶の層厚を均一化
できるとともに、後述の配向膜ＯＲＩ１におけるラビングの信頼性を向上させることがで
きる。
【００６３】
そして、保護膜ＰＳＶの上面には配向膜ＯＲＩ１が形成されている。この配向膜ＯＲＩ１
は液晶と直接に当接する膜で、その表面に形成されたラビングによって該液晶の分子の初
期配向方向を決定づけるようになっている。



(7) JP 4077182 B2 2008.4.16

10

20

30

40

50

【００６４】
また、このように構成された透明基板ＳＵＢ１と液晶を介して対向配置される透明基板Ｓ
ＵＢ２の液晶側の面には、その各画素領域を画するようにしてブラックマトリクスＢＭが
形成されている。すなわち、ブラックマトリクスＢＭは各画素領域の周辺部を除く中央部
に開口が形成されたパターンをなし、これにより表示のコントラストの向上を図っている
。
【００６５】
また、このブラックマトリクスＢＭは透明基板ＳＵＢ１側の薄膜トランジスタＴＦＴを充
分被うようにして形成され、該薄膜トランジスタＴＦＴへの外来光の照射を妨げることに
よって該薄膜トランジスタＴＦＴの特性劣化を回避するようになっている。
【００６６】
このブラックマトリクスＢＭはたとえば黒色顔料が含有された樹脂膜で構成されており、
透明基板ＳＵＢ２の周縁にまで延在されて形成されている。このように透明基板ＳＵＢ２
の周縁にまで延在されている理由は、液晶表示装置の背面に配置されるバックライトから
の光が観察側に漏れるのを該ブラックマトリクスＢＭによって防止するためである。
【００６７】
ブラックマトリクスＢＭが形成された透明基板ＳＵＢ２の面には該ブラックマトリクスＢ
Ｍの開口を被ってカラーフィルタＦＩＬが形成されている。このカラーフィルタＦＩＬは
たとえば赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青(Ｂ)の各色のフィルタからなり、ｙ方向に並設される各
画素領域群にたとえば赤色のフィルタが共通に形成され、該画素領域群にｘ方向に順次隣
接する画素領域群に共通に赤（Ｒ）色、緑（Ｇ）色、青(Ｂ)色、赤（Ｒ）色、……、とい
うような配列で形成されている。これら各フィルタはその色に対応する顔料が含有された
樹脂膜で構成されている。
【００６８】
ブラックマトリクスＢＭおよびカラーフィルタＦＩＬが形成された透明基板の表面にはこ
れらブラックマトリクスＢＭおよびカラーフィルタＦＩＬをも被って平坦化膜ＯＣが形成
されている。この平坦化膜ＯＣは塗布によって形成できる樹脂膜からなり、前記ブラック
マトリクスＢＭおよびカラーフィルタＦＩＬの形成によって顕在化する段差をなくすため
に設けられる。
【００６９】
この平坦化膜ＯＣの表面には配向膜ＯＲＩ２が形成され、この配向膜ＯＲＩ２は液晶と直
接に当接する膜で、その表面に形成されたラビングによって該液晶の分子の初期配向方向
を決定づけるようになっている。
【００７０】
《液晶封入口およびその近傍の構成》
図１は図２に示す液晶封入口ＩＮＪおよびその近傍を拡大して示した平面図で、そのVI－
VI線における断面を図６に示している。
【００７１】
図１に示すように、液晶封入口ＩＮＪはシール材ＳＬの一部を開口させた部分として形成
され、該開口部のシール材ＳＬの各端部を透明基板ＳＵＢ１の外方に延在させている。
【００７２】
　また、透明基板ＳＵＢ１の液晶側の面には、図６に示すように、絶縁膜ＧＩ、保護膜Ｐ
ＳＶ、配向膜ＯＲＩ１の順次積層体が透明基板ＳＵＢ１の端面にまで延在されることなく
、その手前まで延在されている。
【００７３】
より詳しくは、前記積層体は、前記液晶封入口ＩＮＪを塞ぐ液晶封止材ＳＥＬの形成され
るべく個所に至ることなく、その手前まで延在されて形成されている。すなわち、前記積
層体は、液晶封止材ＳＥＬの形成個所にてその形成が回避されて形成されている。
【００７４】
この場合、液晶封止材ＳＥＬの形成個所にてその形成が回避される層は少なくとも保護膜
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ＰＳＶであればよく、たとえば絶縁膜ＧＩあるいは配向膜ＯＲＩ１等は液晶封止材ＳＥＬ
の形成個所にまで延在されていてもよい。
【００７５】
後述の説明で明らかになるように、絶縁膜ＧＩあるいは配向膜ＯＲＩ１等はその膜厚が比
較的薄く、ＵＶ光の透過効率が良好であるからである。
【００７６】
一方、透明基板ＳＵＢ２の液晶側の面にはブラックマトリクスＢＭが形成され、このブラ
ックマトリクスＢＭは該透明基板ＳＵＢ２の端面にまで及んで形成され、この結果、液晶
封止材ＳＥＬの形成個所にまで及んで形成されている。この理由は、上述したように、液
晶表示装置の背面にバックライトを配置させた場合そのバックライトからの光が観察側に
漏れるのを防止するためである。
【００７７】
このように構成した液晶表示装置は、液晶封入口ＩＮＪを通して液晶を封入した後に、該
液晶封入口ＩＮＪを液晶封止材ＳＥＬで封止、それをＵＶ光を照射して硬化する際に、透
明基板ＳＵＢ２側からのＵＶ光照射はブラックマトリクスＢＭによって妨げられるが、透
明基板ＳＵＢ１側からのＵＶ光照射は絶縁膜ＧＬ、保護膜ＰＳＶ、配向膜ＯＲＩ１の順次
積層体によって減衰されることなく液晶封止材ＳＥＬに照射されることになる。
【００７８】
このため、液晶封止材ＳＥＬは従来のように未硬化の部分を残すことなく充分に硬化され
、その一部が液晶中に汚染物質として溶出し、液晶封入口ＩＮＪの周辺における液晶表示
部に表示むらが観察されることがなくなる。
【００７９】
　参考例２．
　図７は本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す図で、図１と対応した図となって
いる。
【００８０】
図１と比較して異なる構成は保護膜ＰＳＶにあり、この保護膜ＰＳＶは封止材ＳＥＬの形
成領域にまでは延在されていないが、該封止材ＳＥＬにできるだけ近接させるようにして
形成されている。
【００８１】
このため、該保護膜ＰＳＶは、封止材ＳＥＬの形成されているシール材ＳＬの内側に位置
付けられているが、該封止材ＳＥＬの個所において突出したパターンをなして形成されて
いる。
【００８２】
封止材ＳＥＬの近傍において液晶表示部ＡＲにおける基板間ギャップを保持し、該封止材
ＳＥＬの近傍の表示むらを回避するためである。
【００８３】
　参考例３．
　図８は本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す図で、図１と対応した図となって
いる。
【００８４】
図１と比較して異なる構成は保護膜ＰＳＶにあり、この保護膜ＰＳＶはその端辺が封止材
ＳＥＬが形成されたシール材ＳＬにできるだけ近接して形成されているとともに、該封止
材ＳＥＬの部分において液晶表示部ＡＲ側に若干抉られたようなパターンをなして形成さ
れている。
【００８５】
このような構成であっても、封止材ＳＥＬの近傍において保護膜ＰＳＶが存在しないこと
から、同様の効果が得られる。
【００８６】
　参考例４．



(9) JP 4077182 B2 2008.4.16

10

20

30

40

50

　図９は本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す図で、図１と対応した図となって
いる。
【００８７】
図１と比較して異なる構成は保護膜ＰＳＶにあり、この保護膜ＰＳＶはその端辺が封止材
ＳＥＬが形成されたシール材ＳＬを越えて形成されているとともに、該封止材ＳＥＬの部
分において液晶表示部ＡＲ側に若干抉られたようなパターンをなして形成されている。
【００８８】
このように構成した場合、シール材ＳＬは他の個所においても保護膜ＰＳＶを介して透明
基板ＳＵＢ１とＳＵＢ２とのギャップを確保できることから、該ギャップの均一化を図る
ことができる。
【００８９】
　参考例５．
　図１０は本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す図で、図１と対応した図となっ
ている。
【００９０】
図１と比較して異なる構成は、液晶封入口ＩＮＪの液晶封入通路においてギャップを確保
する部材が形成されている。
【００９１】
そして、この部材は、保護膜ＰＳＶの形成と同時に形成される有機材料層ＰＳＶ’とシー
ル材ＳＬの形成と同時に形成される有機材料層ＳＬ’との順次積層構造となっている。
【００９２】
この場合、シール材ＳＬの形成と同時に形成される有機材料層ＳＬ’は、保護膜ＰＳＶの
形成と同時に形成される有機材料層ＰＳＶ’を被うようにして形成されていてもよい。
【００９３】
このように構成することによって、液晶表示部ＡＲと液晶封入口ＩＮＪとの透明基板ＳＵ
Ｂ１、ＳＵＢ２間のギャップの差が、前記液晶封入口ＩＮＪにおいて保護膜ＰＳＶが形成
されていないことにより生じるのを回避することができる。
【００９４】
　参考例６．
　図１１は本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す図で、図１と対応した図となっ
ている。
【００９５】
図１と比較して異なる構成は、液晶封入口ＩＮＪの液晶封入通路に封止材ＳＥＬの液晶表
示部ＡＲ側への侵入防止部材ＩＰＭを設けていることにある。
【００９６】
この侵入防止部材ＩＰＭは、シール材ＳＬの形成の際に同時に形成されるものであり、封
止材ＳＥＬの形成領域内に形成されている。
【００９７】
これにより、保護膜ＰＳＶは液晶封入口ＩＮＪに近接して延在して形成され、しかも、シ
ール材ＳＬを超えて形成できる効果を奏する。
【００９８】
　実施例．
　図１２は本発明による液晶表示装置の一実施例を示す図で、図１と対応した図となって
いる。
【００９９】
図１の場合と比較して異なる構成は、保護膜ＰＳＶはシール材ＳＬを越えて延在され、そ
のうち液晶封入口ＩＮＪにおける延在端はジグザグ状に形成されている。
【０１００】
この場合のジグザグはそれら各幅よりも液晶表示部ＡＲ側の切欠き長さが充分に大きくな
っており、たとえば、該液晶封入口ＩＮＪを封止材ＳＥＬによって封止した際にこの封止
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材ＳＥＬから前記ジグザグの一部が露出される程度になっている。
【０１０１】
保護膜ＰＳＶのこのような切欠きによるジグザグパターンは透明基板ＳＵＢ１側からＵＶ
光を照射した際に、該ＵＶ光が該保護膜ＰＳＶの切欠きを通して封止材ＳＥＬに充分照射
されるためである。
【０１０２】
このようにした場合に、封止材ＳＥＬは未硬化の部分なく充分な硬化を図ることができる
ようになる。
【０１０３】
そして、上述したように、液晶封入口ＩＮＪを封止材ＳＥＬによって封止した際にこの封
止材ＳＥＬから保護膜ＰＳＶの前記ジグザグの一部が露出される程度にしておくことによ
り、該露出した部分からの光の回り込みが生じ、封止材ＳＥＬの硬化に寄与することにな
る。
【０１０４】
　参考例７．
　図１３は本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す図で、図１と対応した図となっ
ている。
【０１０５】
図１の場合と比較して異なる構成は、液晶封入口ＩＮＪが形成されているシール材ＳＬ側
の保護膜ＰＳＶの端辺は該シール材ＳＬを越えて延在されているとともに、前記液晶封入
口ＩＮＪの部分において液晶表示部ＡＲ側へ抉られるようにして形成されている。
【０１０６】
そして、液晶封入口ＩＮＪの保護膜ＰＳＶが抉られた部分には、たとえばマトリクス状に
配列された複数の突起体ＰＲＪが形成されている。この突起体ＰＲＪは前記保護膜ＰＳＶ
の形成の際に同時に形成されるもので、該保護膜ＰＳＶと同一の材料から構成されている
。
【０１０７】
これら各突起体ＰＲＪは、液晶封入口ＩＮＪにおける透明基板ＳＵＢ１、ＳＵＢ２のギャ
ップを液晶表示部ＡＲにおけるそれと同様にする機能をもたらすものとなっている。
【０１０８】
そして、透明基板ＳＵＢ１側からのＵＶ光は封止材ＳＥＬに充分に照射される構成となっ
ている。
【０１０９】
　参考例８．
　図１４は、本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す図で、図１に対応した図とな
っている。
【０１１０】
図１と比較して異なる構成は、保護膜ＰＳＶはその端辺の延在がシール材ＳＬの内側にて
止まり、液晶封入口ＩＮＪにおいて封止材ＳＥＬ側にたとえば２個の突起状の延在部を有
している。
【０１１１】
そして、この延在部において透明基板ＳＵＢ２側に形成した支柱状のスペーサＳＰの頂部
が対向するようにして配置されている。
【０１１２】
このスペーサＳＰは液晶表示部ＡＲにも同様に形成され、それぞれは保護膜ＰＳＶを構成
する同一の材料層上に形成されることになる。
【０１１３】
このため、液晶封入口ＩＮＪの部分において液晶表示部ＡＲにおけるギャップを確保でき
る効果を奏する。
【０１１４】
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　参考例９．
　この参考例は、上述した各参考例や実施例と異なり、透明基板ＳＵＢ１に対する透明基
板ＳＵＢ２の固定を図るシール材ＳＬは液晶封入口ＩＮＪがないものを対象としたもので
ある。
【０１１５】
すなわち、図１５に示すように、一方の透明基板ＳＵＢ１の液晶側の面に環状のシール材
ＳＬを形成し、そのシール材ＳＬによって囲まれた領域内に液晶を滴下させて充填させる
。その後、他方の透明基板ＳＵＢ２をあてがいＵＶ光によって該シール材ＳＬを硬化させ
て、各透明基板ＳＵＢ１、ＳＵＢ２の固定と液晶封入を行うようになっているものである
。
【０１１６】
このように構成された液晶表示装置は、その液晶に低周波電圧あるいは直流電圧を印加し
た際に液晶の滴下部にその痕跡を観測できるという特徴を有する。
【０１１７】
そして、このように構成された液晶表示装置は、そのシール材ＳＬとして光硬化樹脂材を
用い、ＵＶ光の照射によって硬化を図っていることから熱を発生させることなく短時間で
封止作業ができるという効果を奏する。
【０１１８】
このため、液晶の熱による劣化を防止でき、未硬化のシール材ＳＬの一部が液晶に溶出し
て該液晶を汚染させるということがなくなる。
【０１１９】
なお、上述したシール材ＳＬはその一部に余剰液晶排出用の封止部、あるいは気泡排出用
の封止部が形成されていてもよいことはもちろんである。
【０１２０】
　参考例１０．
　図１６は、上記参考例９に示したようにシール材ＳＬとして光硬化樹脂材を用いた場合
の該シール材ＳＬおよびその近傍の構成を示す断面図である。同図は図１５のＸVI－ＸVI
線における断面図となっている。
【０１２１】
　この参考例の場合、透明基板ＳＵＢ１の液晶側の面に有機材料層からなる保護膜ＰＳＶ
が形成され、その延在する端部は該シール材ＳＬを越えて形成されている。
【０１２２】
そして、透明基板ＳＵＢ２側に形成されるブラックマトリクスＢＭはその延在する端部が
該シール材ＳＬを越えることなくその手前で止まっている。
【０１２３】
これにより、前記シール材ＳＬの硬化の際に照射されるＵＶ光は透明基板ＳＵＢ２側から
充分な量を確保できるようになる。
【０１２４】
　参考例１１．
　図１７は、本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す構成図で、図１６に対応した
図となっている。
【０１２５】
図１６の場合と比較して異なる構成は、ブラックマトリクスＢＭの延在する端辺はシール
材ＳＬの一部に差し掛かる程度まで延在されている。そして、有機材料層からなる保護膜
ＰＳＶはシール材ＳＬの形成されている部分の一部において開口が形成されている。この
場合の開口はシール材ＳＬの長手方向にそって形成されている。
【０１２６】
このように形成した場合、シール材ＳＬを硬化するためのＵＶ光は透明基板ＳＵＢ１およ
び透明基板ＳＵＢ２側から充分に得られることになる。
【０１２７】
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　参考例１２．
　図１８は、本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す構成図で、図１７に対応した
図となっている。
【０１２８】
図１７の場合と比較して異なる構成は、保護膜ＰＳＶの延在端はシール材ＳＬを越えるこ
となくその手前で止まっている。
【０１２９】
　参考例１３．
　図１９は、本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す構成図で、図１８に対応した
図となっている。
【０１３０】
図１８の場合と比較して異なる構成は、ブラックマトリクスＢＭの延在端はシール材ＳＬ
を越えて形成されている。
【０１３１】
この場合、シール材ＳＬの硬化に要するＵＶ光の照射は透明基板ＳＵＢ１側からの光のみ
に寄与させるようにしたものである。
【０１３２】
　参考例１４．
　図２０は、本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す構成図で、図１６に対応した
図となっている。
【０１３３】
図１６の場合と比較して異なる構成は、透明基板ＳＵＢ１側に保護膜ＰＳＶとブラックマ
トリクスＢＭを形成し、それらの延在端はシール材ＳＬを越えて形成されているものであ
る。
【０１３４】
この場合、シール材ＳＬの硬化に要するＵＶ光の照射は透明基板ＳＵＢ２側からの光のみ
に寄与させるようにしたものである。
【０１３５】
　参考例１５．
　図２１は、本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す構成図で、図１９に対応した
図となっている。
【０１３６】
図１９の場合と比較して異なる構成は、シール材ＳＬ内にスペーサＳＰが形成されており
、このスペーサＳＰは液晶表示部ＡＲ内において透明基板ＳＵＢ２側に形成される支柱状
のスペーサＳＰと同様に形成されるようになっている。
【０１３７】
この場合、液晶表示部ＡＲの透明基板ＳＵＢ１側には保護膜ＰＳＶが形成されていること
から、シール材ＳＬ内においても該保護膜ＰＳＶと同一の有機材料層ＰＳＶ’を形成し、
この材料層に前記スペーサＳＰの頂部が対向するように構成している。
【０１３８】
これにより、シール材ＳＬの形成領域における各基板のギャップを液晶表示部ＡＲにおけ
るそれと同一にしている。
【０１３９】
　参考例１６．
　この参考例の特徴は、図２２に示すように、シール材ＳＬの内側にて該シール材ＳＬと
ほぼ平行な環状の障壁ＦＮＣを設けていることにある。
【０１４０】
図２２のIIＸIII－IIＸIII線における断面図を図２３に示している。該障壁ＦＮＣは液晶
表示部ＡＲ内に形成される支柱状のスペーサＳＰと同様に形成されている。この障壁ＦＮ
Ｃはたとえば一部未硬化のシール材ＳＬからの液晶にとっての汚染物質が該液晶中に侵入
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するのを防止する目的で形成されたものである。
【０１４１】
　参考例１７．
　図２４は、本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す平面図で、図２２と対応した
図となっている。
【０１４２】
　図２２の場合と比較して異なる部分は、前記障壁ＦＮＣはその一部において切り離され
た部分を有し、物理的に複数個の障壁ＦＮＣを形成することによって、参考例１６に示し
たのと同様の効果を奏しめんとしている。
【０１４３】
　参考例１８．
　図２５は、本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す平面図で、図２２と対応した
図となっている。
【０１４４】
図２２の場合と比較して異なる構成は、シール材ＳＬの一部に余剰液晶排出用封止部、あ
るいは気泡排出用封止部が形成されており、これにともない障壁においても該封止部と対
向する部分にて開口部を設けていることにある。
【０１４５】
　参考例１９．
　図２６に示す参考例は、参考例９に示したように、シール材ＳＬとして光硬化樹脂材を
用いた場合には、透明基板ＳＵＢ１および透明基板ＳＵＢ２のそれぞれの液晶側の面に形
成される配向膜ＯＲＩ１、ＯＲＩ２は、その延在端をシール材ＳＬに接触させず、その手
前で止めるようにして形成している。
【０１４６】
シール材ＳＬから発生し易いイオン性の汚染物質は配向膜を伝達して液晶中に拡散しやす
くなるのを回避せんがためである。
【０１４７】
　なお、この参考例に示した構成は、上述した各参考例のそれぞれに適用させてもよいこ
とはいうまでもない。
【０１４８】
【発明の効果】
以上説明したことから明らかなように、本発明による液晶表示装置によれば、表示むらの
原因となる液晶封止材あるいはシール材の未硬化を防止できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による液晶表示装置の一参考例を示す要部平面図で、液晶封入口の部分
を示している。
【図２】　本発明による液晶表示装置の一参考例を示す等価回路図である。
【図３】　本発明による液晶表示装置の画素の一参考例を示す平面図である。
【図４】　図３のIV－IV線における断面図である。
【図５】　図３のＶ－Ｖ線における断面図である。
【図６】　図１のVI－VI線における断面図である。
【図７】　本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す要部平面図である。
【図８】　本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す要部平面図である。
【図９】　本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す要部平面図である。
【図１０】　本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す要部平面図である。
【図１１】　本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す要部平面図である。
【図１２】　本発明による液晶表示装置の一実施例を示す要部平面図である。
【図１３】　本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す要部平面図である。
【図１４】　本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す要部平面図である。
【図１５】　本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す平面図である。
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【図１６】　図１５のＸVI－ＸVI線における断面図である。
【図１７】　本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す要部断面図である。
【図１８】　本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す要部断面図である。
【図１９】　本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す要部断面図である。
【図２０】　本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す要部断面図である。
【図２１】　本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す要部断面図である。
【図２２】　本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す平面図である。
【図２３】　図２２のIIＸIII－IIＸIII線における断面図である。
【図２４】　本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す平面図である。
【図２５】　本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す平面図である。
【図２６】　本発明による液晶表示装置の他の参考例を示す要部断面図である。
【符号の説明】
　ＳＵＢ……透明基板、ＧＬ……ゲート信号線、ＤＬ……ドレイン信号線、ＣＬ……対向
電圧信号線、ＴＦＴ……薄膜トランジスタ、ＰＸ……画素電極、ＣＴ……対向電極、ＰＳ
Ｖ……保護膜、ＳＬ……シール材、ＩＮＪ……液晶封入口、ＳＥＬ……液晶封止材、ＢＭ
……ブラックマトリクス。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【図１９】
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【図２１】
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